
徳島県危機管理関係手数料条例施行規則徳島県危機管理関係手数料条例施行規則徳島県危機管理関係手数料条例施行規則徳島県危機管理関係手数料条例施行規則のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする規則規則規則規則についてについてについてについて
危機管理政策課

１ 規則改正の理由
徳島県危機管理関係手数料条例（以下「条例」という。）の一部が改正される

ことに伴い、貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査に係る規則で定める特定屋
外貯蔵タンクを定める必要がある。

２ 改正の要点
改正後の条例中の「浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定める

もの」を，地方公共団体の手数料の標準に関する政令の規定に準じ定める。
公布予定日：改正後の条例の公布日と同日
施行予定日：公布の日

条例改正案 「地方公共団体の手数料の標準に関する政

令」の該当部分

別表第一の二の項のニ 表十六の項の２の下欄

ニ 特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を有す ニ 特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を有す

る特定屋外貯蔵タンクのうち で定める る特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定規則

ものに係る特定屋外タンク貯蔵所（ホにお めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所（ホ

いて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」 において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵

という。）及び岩盤タンクに係る屋外タン 所」という。）及び岩盤タンクに係る屋外

ク貯蔵所を除く。）の設置の許可の申請に タンク貯蔵所を除く。）の設置の許可の申

係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵 請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク

所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

「地方公共団体の手数料の標準に関する政令総務省令

の規 則 改 正 案規 則 改 正 案規 則 改 正 案規 則 改 正 案 に規定する総務省令で定める金額等を定める省令」

該当部分

条例別表第一の二の項の 第一条の二 令本則の表十六の項の２の下欄第二条の二 ニの

規則で定めるものは、危険物の規制に関す の総務省令で定めるものは、危険物の規制

る規則（昭和三十四年総理府令第五十五号 に関する規則 （昭和三十四年総理府令第

。以下「府令」という。）第二十条の四第 五十五号。以下この条及び次条において「

二項第三号に定める構造を有しなければな 規則」という。）第二十条の四第二項第三

らない特定屋外貯蔵タンクとする。 号に定める構造を有しなければならない特

定屋外貯蔵タンクとする。

総理府令「危険物の規制に関する規則」の 該当部分

第二十条の四第二項第三号

三 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生

じない構造を有するものであること。




